
令和５年３月 22 日 

水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン(新旧対照表) 
改定前 改訂後 

第１章 総 説 

1.1 本ガイドラインの目的 

平成 30 年 12 月に水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号。以下「改正法」という。）が

成立し、改正法による改正後の水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 22 条の２の規定等に基づき、水道

事業者、水道用水供給事業者（以下「水道事業者等」という。）は、厚生労働省令（水道法施行規則）で定

める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持・修繕を行わなければならないこととされ

た。本規定については、専用水道の設置者も同様にその義務を負うとともに、法第 24 条の３第１項の規

定により業務の委託を受けた水道管理業務受託者及び法第 24 条の４第３項に定める水道施設運営権者に

ついても、その業務の範囲内において水道施設の維持及び修繕に関する義務を負うことになる。 

また、改正法の施行に伴い、法に定める基準として、水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号）（以

下「施行規則」という。）を改正し、水道施設の点検とそれにより異状を確認した際の維持・修繕の措置、

コンクリート構造物における点検・修繕記録の保存等の基準を定めた。 

水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、

こうした法令改正を踏まえ、水道事業者等が点検を含む維持・修繕の内容を定めるに当たっての基本的な

考え方を明らかにし、もって適切な資産管理の推進に資することを目的とする。 

 

 

【解 説】 

水道施設の点検を含む維持・修繕については、「国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて講ずべき

施策について」（平成 28 年 11 月 厚生科学審議会生活環境水道部会 水道事業の維持・向上に関する専門委

員会）において、以下のように示されている。 

○ 老朽化等に起因する事故の防止や水道水の安定供給のため、また、施設の長寿命化を図り、設備費用を

抑制するとともに、長期的な更新需要の把握に必要な施設の健全性を確認する観点から、水道施設の点

検を含む維持・修繕は極めて重要である。 

○ しかしながら、水道施設の点検の実施状況については、機械・電気・計装設備では約９割の事業者で日

常点検が、約８割で定期点検がそれぞれ実施されているものの、管路ではそれぞれ約４割、約３割と実

施率が低くなっている。コンクリート構造物については、約７割の事業者で日常点検が行われているも

のの、定期点検の実施率は約１割にとどまっている。 

○ このため、下水道や河川等の管理者と同様に、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように維

持・修繕することを義務付けるべきである。 

上記の背景のもと、平成 30 年 12 月に改正法が成立し、改正法による改正後の水道法第 22 条の 2 にお

いて、水道事業者等は、施行規則で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持・修繕を

行わなければならないことが規定された（表 1.1.1 参照）。 

本ガイドラインは、施行規則に定める基準に従い、水道事業者等が点検を含む維持・修繕の内容を定める

に当たっての、基本的な考え方を示すものである。また、本規定については、専用水道の設置者も同様にそ

の義務を負うとともに、法第 24 条の３第１項の規定により業務の委託を受けた水道管理業務受託者及び法

第 24 条の４第３項に定める水道施設運営権者についても、その業務の範囲内において水道施設の維持及び

修繕に関する義務を負うことになるため、これらの者についても本ガイドラインを参照されたい。 

本ガイドラインの作成にあたり、水道施設の維持・修繕の考え方や具体的な実施方法は、法令の主旨を踏

まえ、「水道維持管理指針 2016」や「簡易水道維持管理マニュアル」等の技術指針類に基づいてとりまとめ

た。また、日本水道協会が設置した「水道法改正に係わる専門委員会」の意見などを踏まえて作成した。 
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員会）において、以下のように示されている。 

○ 老朽化等に起因する事故の防止や水道水の安定供給のため、また、施設の長寿命化を図り、設備費用を

抑制するとともに、長期的な更新需要の把握に必要な施設の健全性を確認する観点から、水道施設の点
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いて、水道事業者等は、施行規則で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持・修繕

を行わなければならないことが規定された。 

その後、令和３年 10 月に発生した和歌山市の六十谷水管橋の崩落事故を受けて、「水道の諸課題にかかる

有識者検討会」において、今後の水道施設の維持管理制度についての方向性を検討し、水管橋等における点

検・修繕記録の保存等の基準についての省令改正を令和５年３月に行った（表 1.1.1 参照）（令和６年４月

１日施行）。 

本ガイドラインは、施行規則に定める基準に従い、水道事業者等が点検を含む維持・修繕の内容を定める

に当たっての、基本的な考え方を示すものである。また、本規定については、専用水道の設置者も同様にそ

の義務を負うとともに、法第 24 条の３第１項の規定により業務の委託を受けた水道管理業務受託者及び法

第 24 条の４第３項に定める水道施設運営権者についても、その業務の範囲内において水道施設の維持及び

修繕に関する義務を負うことになるため、これらの者についても本ガイドラインを参照されたい。 

本ガイドラインの作成にあたり、水道施設の維持・修繕の考え方や具体的な実施方法は、法令の主旨を踏

まえ、「水道維持管理指針 2016」や「簡易水道維持管理マニュアル」等の技術指針類に基づいてとりまとめ

た。また、日本水道協会が設置した「水道法改正に係わる専門委員会」の意見などを踏まえて作成した。 

また、令和５年３月の省令改正と併せて、日本水道協会が設置した「水道施設の維持・修繕に係わる専門

委員会」の意見などを踏まえて本ガイドラインを改訂した。その際、水管橋の維持管理に係る問題点などを

検討しており、同委員会の意見を踏まえて、「水管橋等の維持・修繕に関する検討報告書」をとりまとめてい

る。水管橋等の点検を含む維持・修繕を行う際には、当該報告書も併せて参照されたい。 
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改定前 改訂後 

 

表 1.1.1 水道法及び水道法施行規則の条文（抜粋） 

改正水道法 
（水道施設の維持及び修繕） 

第二十二条の二 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保

つため、その維持及び修繕を行わなければならない。 

２ 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。 
水道法施行規則 
（水道施設の維持及び修繕） 
第十七条の二 法第二十二条の二第一項（法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項

の規定により適用する場合を含む。）の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 
一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況（以下この項において

「水道施設の状況」という。）を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を

監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持

するために必要な措置を講ずること。 
二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。 
三 前号の点検は、コンクリート構造物（水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲

において目視が可能なものに限る。以下次項及び第三項において同じ。）にあつては、おおむ

ね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 
四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある

ことを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講

ずること。 
２ 水道事業者は、前項第二号の点検（コンクリート構造物に係るものに限る。）を行つた場合

に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 
   一 点検の年月日 
   二 点検を実施した者の氏名 

三 点検の結果 
 ３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物の損傷、腐食

その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置（修繕に限る。）を講じた

場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物を利用している期間保存しなければ

ならない。 
 
 

 

 

 

表 1.1.1 水道法及び水道法施行規則の条文（抜粋） 

改正水道法 
（水道施設の維持及び修繕） 

第二十二条の二 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保

つため、その維持及び修繕を行わなければならない。 

２ 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。 
水道法施行規則 
（水道施設の維持及び修繕） 
第十七条の二 法第二十二条の二第一項（法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項

の規定により適用する場合を含む。）の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 
一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況（以下この項において

「水道施設の状況」という。）を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を

監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持

するために必要な措置を講ずること。 
二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切な

方法により点検を行うこと。 
三 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲

において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。) 及び道路、河川、鉄道等

を架空横断する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は

当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三項にお

いて同じ。）にあつては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 
四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状がある

ことを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講

ずること。 
２ 水道事業者は、前項第二号の点検（コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断

する管路等に係るものに限る。）を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検

を行うまでの期間保存しなければならない。 
   一 点検の年月日 
   二 点検を実施した者の氏名 

三 点検の結果 
 ３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、河

川、鉄道等を架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握

し、同項第四号の措置（修繕に限る。）を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリ

ート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している期間保存しなけれ

ばならない。 
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改定前 改訂後 

第３章 「点検を含む維持・修繕」の実施方法 

3.1 法令の規定内容 

3.1.1 点検を含む維持・修繕 

水道法施行規則第十七条の二 

第１項 第一号、第二号、第四号 

一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況（以下この項において「水道施設

の状況」という。）を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時

期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずる

こと。 

二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。 

四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し

たときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。 

 
 

考え方＞ 

（１）概要 
水道施設の老朽化等に起因する事故の予防、水道施設の長寿命化、長期的な更新需要の把握という観点か

ら、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、点検を含む維持・修繕を適切に実施する必要があ

る。 

維持・修繕の実施にあたっては、水道施設の構造（バイパス等代替施設の有無や材質等）、位置（埋設環境

や腐食環境にあるか等）、運転や点検等の維持の状況、これまでの修繕の状況及びその他の状況を勘案する必

要がある。 

また、監視と巡視により水道施設の状態を確認するとともに、当該水道施設を維持するために必要な措置

として、水道施設の運転、保守、点検、診断、清掃等を実施する。特に、水道施設の状況を勘案して、適切な

時期に目視等により点検を行い、水道施設の異状の有無や機能の低下等の状態を確認する。近年、施設の老

朽化等への対応が急務となっていることから、水道法施行規則第 17 条の 2 第 1 項第 2 号で点検について

は、特に規定が設けられている。 

監視と巡視により水道施設の状態を確認することは、事故の予防や異状時の早急な対応につながる。ここ

でいう監視とは、水道施設の運転状況を把握するため、遠方監視装置の活用のほか、個々の設備の運転状態、

各需要者への給水状況（検針結果、需要者からの苦情・問い合わせ等）、及び水質検査結果等を多様な方法で

確認することである。 

水道施設の損傷・腐食その他の劣化を把握した際、当該施設を原状程度までの復旧はもとより、供用開始

時より高い性能を求める場合には、修繕の一環として「補強」を実施する（図-3.1.1）。 

 

 

 

 

 

 

（２）施設の管理方法 

水道施設の機能を維持するための管理方法は、予防保全型を基本とし、劣化や不具合の予兆が捉えられる

場合には状態監視保全、それが困難な場合には時間計画保全を適用すべきである。 

予防保全型の管理は、状態監視保全や時間計画保全による適切な修繕を行うことによって、事後保全型に

比べ、施設の機能・性能の保持や長寿命化の効果が大きい（図-3.1.2）。水道施設の構造や運転状況、重要度、

組織体制やライフサイクルコスト等を考慮し、適切な管理方法を選択することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 「点検を含む維持・修繕」の実施方法 

3.1 法令の規定内容 

3.1.1 点検を含む維持・修繕 

水道法施行規則第十七条の二 

第１項 第一号、第二号、第四号 

一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況（以下この項において「水道施設

の状況」という。）を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時

期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずる

こと。 

二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法により

点検を行うこと。 

四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを

把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。 

 

 
＜考え方＞ 

（１）概要 
水道施設の老朽化等に起因する事故の予防、水道施設の長寿命化、長期的な更新需要の把握という観点か

ら、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、点検を含む維持・修繕を適切に実施する必要があ

る。 

維持・修繕の実施にあたっては、水道施設の構造（バイパス等代替施設の有無や材質等）、位置（埋設環境

や腐食環境にあるか等）、運転や点検等の維持の状況、これまでの修繕の状況及びその他の状況を勘案する必

要がある。 

また、監視と巡視により水道施設の状態を確認するとともに、当該水道施設を維持するために必要な措置

として、水道施設の運転、保守、点検、診断、清掃等を実施する。特に、水道施設の状況を勘案して、適切

な時期に目視等により点検を行い、水道施設の異状の有無や機能の低下等の状態を確認する。近年、施設の

老朽化等への対応が急務となっていることから、水道法施行規則第 17 条の 2 第 1 項第 2 号で点検につい

ては、特に規定が設けられている。 

監視と巡視により水道施設の状態を確認することは、事故の予防や異状時の早急な対応につながる。ここ

でいう監視とは、水道施設の運転状況を把握するため、遠方監視装置の活用のほか、個々の設備の運転状態、

各需要者への給水状況（検針結果、需要者からの苦情・問い合わせ等）、及び水質検査結果等を多様な方法で

確認することである。また、ここでいう巡視については、現場へ赴く巡視はもとより、それと同等以上の状

態把握ができる方法による遠隔での確認行為も巡視とみなす。 

また、点検に係る新技術を積極的に活用する観点から、令和 5 年 3 月の省令改正により、「目視又はこれと

同等以上の方法」についても、点検の方法として認めることを明確化している。 

遠隔による巡視や目視と同等以上の方法による点検にあたっては、水道施設を良好な状態に保てることを

前提として、人による評価や判定の全部又は一部の代わりに AI 等の新技術を用いて、評価や判定の精緻化、

自動化・無人化を行うことが期待できる。 

水道施設の損傷・腐食その他の劣化を把握した際、当該施設を原状程度までの復旧はもとより、供用開始

時より高い性能を求める場合には、修繕の一環として「補強」を実施する（図-3.1.1）。 
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改定前 改訂後 

 

 

 
図-3.1.1 構造物の修繕と補強 

(出典 2018 年制定 コンクリート標準示方書〔維持管理編〕（土木学会）を改編) 

 

 

 
図-3.1.2 施設の機能と保全管理方法 

(出典 水道維持管理指針 2016（日本水道協会）を改編) 

 

 

 

 

 

 

（３）予防保全型の施設管理 
予防保全型の施設管理には、点検等の日常保全管理業務と、機能を診断・評価した上で計画的に修繕・ 

補強等を実施する機能保全管理業務がある。予防保全型の施設管理における業務内容の例を表-3.1.1 に 

示す。業務の実施頻度や実施方法は、本章及び第４章以降を参照して決定する。 

 

 

 
図-3.1.1 構造物の修繕と補強 

(出典 2018 年制定 コンクリート標準示方書〔維持管理編〕（土木学会）を改編) 

 

（２）施設の管理方法 

水道施設の機能を維持するための管理方法は、予防保全型を基本とし、劣化や不具合の予兆が捉えられる

場合には状態監視保全、それが困難な場合には時間計画保全を適用すべきである。 

予防保全型の管理は、状態監視保全や時間計画保全による適切な修繕を行うことによって、事後保全型に

比べ、施設の機能・性能の保持や長寿命化の効果が大きい（図-3.1.2）。水道施設の構造や運転状況、重要度、

組織体制やライフサイクルコスト等を考慮し、適切な管理方法を選択することが重要である。 
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(出典 水道維持管理指針 2016（日本水道協会）を改編) 
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改定前 改訂後 

表-3.1.1 予防保全型の施設管理の業務内容（例） 

施 設 業務内容 

取水堰 
取水堰操作、堆砂排除 

ゲート巡視、点検・整備など 

ダム 
ダム操作、弁扉の点検、堆砂測量 

堤体の計測、点検・整備など 

導水管・渠 

スクリーン・路線・バルブ類の巡視 

点検・整備 

漏水調査など 

浄水場 

機械・電気・計装・監視制御設備の定期点検・整備 

計器の点検・整備、薬品貯蔵量の把握 

ろ層の点検、削り取り作業、砂の入れ替え 

スラッジ・浄水発生土の処理 

ポンプの点検・整備 

保安設備の点検・整備など 

配水池 

（配水塔等） 

計器の点検・整備 

塗装の状態点検・修繕・塗り替え 

清掃 

漏水調査（本体、管類など） 

バルブ類等の点検・整備 

付属設備・保安設備の点検・整備など 

送・配水管 

栓弁類の点検・整備、水管橋・橋梁添架管の塗装 

漏水調査、修繕、管内状況調査・洗浄作業 

管路の巡視、他工事立会い 

管体腐食度調査、防食設備の点検 

水質測定・流量計等の計器の点検・整備 

水圧・水質測定など 

共通 
機能の診断・評価 

機能の診断・評価結果に基づく修繕、補強等の対策 

（出典 水道維持管理指針 2016（日本水道協会）を改編） 

 
＜必須事項＞ 

（１）施設の管理方法 

①水道事業者等は、水道施設の状態を確認するために、 

・水量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視する。 

・適切な時期に水道施設の巡視を行う。 

②その上で、適切な頻度で清掃及びその他の必要な措置を講じなければならない。 

③また、適切な頻度で目視その他適切な方法により点検を行わなければならない。 

④点検等によって異状を把握した場合には、詳細点検等を実施した上で維持・修繕を行い、水道施設を良

好な状態に保たなければならない。 

 

（２）占用許可条件の遵守 
法に基づく許可工作物は、河川法第 15 条の２、同施行令第９条の 3 に基づき１年に１回以上の適切な頻

度で点検を行うなど、施設を良好な状態に保つよう維持・修繕に努めなければならない。また、道路法（昭和

27 年法律第 180 号）第 32 条に基づき道路の占用の許可を受けている水道事業者等については、同法第 39 

条の８の規定に基づき、占用物件の維持管理義務を課されており、道路法施行規則（昭和 27 年建設省令第 25 

号）第４条の５の５の規定に基づき、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそ

れがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行う

こととされている。 

この維持管理に関する取扱いについては、法第 22 条の２及び規則第 17 条の２に基づき維持管理が適切に

なされていれば、一定程度の占用物件の構造の安全性が担保されると考えられることから、道路の構造又は

交通に支障を及ぼしていない限り、道路法施行規則第４条の５の５の基準に従った維持管理がなされている

ものと認められることとされている。 

私有地等の他者の用地を占用する施設は、用地の所有者との占用許可条件に基づき維持・修繕を行わなけ

ればならない。 

表-3.1.1 予防保全型の施設管理の業務内容（例） 

施 設 業務内容 

取水堰 
取水堰操作、堆砂排除 

ゲート巡視、点検・整備など 

ダム 
ダム操作、弁扉の点検、堆砂測量 

堤体の計測、点検・整備など 

導水管・渠 

スクリーン・路線・バルブ類の巡視 

点検・整備 

漏水調査など 

浄水場 

機械・電気・計装・監視制御設備の定期点検・整備 

計器の点検・整備、薬品貯蔵量の把握 

ろ層の点検、削り取り作業、砂の入れ替え 

スラッジ・浄水発生土の処理 

ポンプの点検・整備 

保安設備の点検・整備など 

配水池 

（配水塔等） 

計器の点検・整備 

塗装の状態点検・修繕・塗り替え 

清掃 

漏水調査（本体、管類など） 

バルブ類等の点検・整備 

付属設備・保安設備の点検・整備など 

送・配水管 

栓弁類の点検・整備、水管橋・橋梁添架管の塗装 

漏水調査、修繕、管内状況調査・洗浄作業 

管路の巡視、他工事立会い 

管体腐食度調査、防食設備の点検 

水質測定・流量計等の計器の点検・整備 

水圧・水質測定など 

共通 
機能の診断・評価 

機能の診断・評価結果に基づく修繕、補強等の対策 

（出典 水道維持管理指針 2016（日本水道協会）を改編） 

 
＜必須事項＞ 

（１）施設の管理方法 

①水道事業者等は、水道施設の状態を確認するために、 

・水量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視する。 

・適切な時期に水道施設の巡視を行う。 

②その上で、適切な頻度で清掃及びその他の必要な措置を講じなければならない。 

③また、適切な頻度で目視その他適切な方法により点検を行わなければならない。 

④点検等によって異状を把握した場合には、詳細点検等を実施した上で維持・修繕を行い、水道施設を良

好な状態に保たなければならない。 

 

（２）占用許可条件の遵守 
法に基づく許可工作物は、河川法第 15 条の２、同施行令第９条の 3 に基づき１年に１回以上の適切な頻

度で点検を行うなど、施設を良好な状態に保つよう維持・修繕に努めなければならない。また、道路法（昭

和 27 年法律第 180 号）第 32 条に基づき道路の占用の許可を受けている水道事業者等については、同法第

39 条の８の規定に基づき、占用物件の維持管理義務を課されており、道路法施行規則（昭和 27 年建設省令

第 25 号）第４条の５の５の規定に基づき、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととな

るおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管

理を行うこととされている。 

この維持管理に関する取扱いについては、法第 22 条の２及び規則第 17 条の２に基づき維持管理が適切

になされていれば、一定程度の占用物件の構造の安全性が担保されると考えられることから、道路の構造又

は交通に支障を及ぼしていない限り、道路法施行規則第４条の５の５の基準に従った維持管理がなされてい

るものと認められることとされている。 

私有地等の他者の用地を占用する施設は、用地の所有者との占用許可条件に基づき維持・修繕を行わなけ

ればならない。 
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改定前 改訂後 

 

（３）事業の廃止又は休止を行う際の既存の水道施設の取り扱い 

水道法第 11 条の規定に基づき事業を廃止する場合（水道施設を譲渡する場合を除く。）における既存の水

道施設の取扱いについては、占用物件において道路・河川・用地等の占用許可条件を遵守するとともに、速や

かにその管理者に対し撤去等の措置について協議しなければならない。占用物件以外の水道施設においても、

廃止後の施設の劣化等により周辺の施設を損傷させるなど安全性を毀損するおそれがある場合には撤去等の

必要な措置を講じなければならない。 

また、水道法第 11 条の規定に基づき事業を休止する場合における既存の水道施設の取扱いについては、休

止後、休廃止計画書に記載された再開予定日までの間においても、他の水道施設と同様に水道施設を維持す

るための点検を含む維持・修繕その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

＜標準事項＞ 

（１）施設の管理方法 

水道施設の管理方法は、予防保全（状態監視保全、時間計画保全）を基本とする。 

ただし、複数系統化されバックアップが容易な施設や付帯的な施設など、事故や故障の影響を受けにくい、

あるいは重要度が低い施設は、事後保全とすることも可能である。 

 

（２）点検内容 

状態監視保全により管理する水道施設は、各水道事業者等において合理的な巡視及び点検の頻度、方法等

をあらかじめ設定し、当該方法等に基づく定期的な巡視・点検を行うこととする。 

地中に埋設され目視が困難である等、状態監視保全が不可能で、時間計画保全により管理する水道施設は、

材質や埋設環境等に基づき合理的に算出した更新基準に従い計画的に更新することを基本とし、異状箇所の

早期発見と事故の予防の観点から、各水道事業者等において水道メーター検針や施設間の移動等の多様な機

会を活用して、合理的な巡視・点検の頻度、方法等をあらかじめ設定した上で、定期的な巡視・点検を行うこ

ととする。 

巡視・点検の頻度、方法等の設定にあたっては、明文化し、状況の変化に応じて適宜見直しを行うことを基

本とする。明文化の形式は、保全管理計画や点検マニュアル、点検要領、点検記録表、日報・月報等とし、点

検内容は、水道施設の状況や重要度等を考慮して設定し、合理的な点検方法を選択する。 

文書の様式は、第４章以降を参考とすること。なお、点検の実施にあたっては、組織体制や運転管理業務等

の委託状況等を踏まえ、直営または委託により実施体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 水道法施行規則で規定するコンクリート構造物の点検 

水道法施行規則第十七条の二 
第１項 第三号 

 前号の点検は、コンクリート構造物（水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲におい

て目視が可能なものに限る。以下次項及び第三項において同じ。）にあつては、おおむね五年に一回以

上の適切な頻度で行うこと。 
 

 

 

（省略） 

 

（３）事業の廃止又は休止を行う際の既存の水道施設の取り扱い 

水道法第 11 条の規定に基づき事業を廃止する場合（水道施設を譲渡する場合を除く。）における既存の水

道施設の取扱いについては、占用物件において道路・河川・用地等の占用許可条件を遵守するとともに、速

やかにその管理者に対し撤去等の措置について協議しなければならない。占用物件以外の水道施設において

も、廃止後の施設の劣化等により周辺の施設を損傷させるなど安全性を毀損するおそれがある場合には撤去

等の必要な措置を講じなければならない。 

また、水道法第 11 条の規定に基づき事業を休止する場合における既存の水道施設の取扱いについては、

休止後、休廃止計画書に記載された再開予定日までの間においても、他の水道施設と同様に水道施設を維持

するための点検を含む維持・修繕その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

＜標準事項＞ 

（１）施設の管理方法 

水道施設の管理方法は、予防保全（状態監視保全、時間計画保全）を基本とする。 

ただし、複数系統化されバックアップが容易な施設や付帯的な施設など、事故や故障の影響を受けにくい、

あるいは重要度が低い施設は、事後保全とすることも可能である。 

 

（２）点検内容 

状態監視保全により管理する水道施設は、各水道事業者等において合理的な巡視及び点検の頻度、方法等

をあらかじめ設定し、当該方法等に基づく定期的な巡視・点検を行うこととする。 

地中に埋設され目視が困難である等、状態監視保全が不可能で、時間計画保全により管理する水道施設は、

材質や埋設環境等に基づき合理的に算出した更新基準に従い計画的に更新することを基本とし、異状箇所の

早期発見と事故の予防の観点から、各水道事業者等において水道メーター検針や施設間の移動等の多様な機

会を活用して、合理的な巡視・点検の頻度、方法等をあらかじめ設定した上で、定期的な巡視・点検を行う

こととする。 

巡視・点検の頻度、方法等の設定にあたっては、明文化し、状況の変化に応じて適宜見直しを行うことを

基本とする。明文化の形式は、保全管理計画や点検マニュアル、点検要領、点検記録表、日報・月報等とし、

点検内容は、水道施設の状況や重要度等を考慮して設定し、合理的な点検方法を選択する。 

文書の様式は、第４章以降を参考とすること。なお、点検の実施にあたっては、組織体制や運転管理業務

等の委託状況等を踏まえ、直営または委託により実施体制を構築する。 

 

＜推奨事項＞ 

（１）新技術の活用 

点検（調査・診断）を含む維持・修繕の実施に際しては、効率性や客観性を重視し、新技術の活用を積

極的に検討することが望ましい。特に、無人航空機（ドローン）や遠隔操作型無人潜水機（ROV）の映像な

ど、目視点検の代替となり得る測量調査技術が目覚ましい発展を見せており、積極的に活用することが望

まれる。具体的な新技術の活用事例として、水道技術研究センターにおいて「水道における新技術事例集」

がとりまとめられている。 

 

3.1.2 水道法施行規則で規定するコンクリート構造物の点検 

水道法施行規則第十七条の二 
第１項 第三号 

三 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲におい

て目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。) 及び道路、河川、鉄道等を架空横断す

る管路等（損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄道

等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三項において同じ。）にあつては、おお

むね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 

 

(省略) 
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改定前 改訂後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検 

水道法施行規則第十七条の二 

第１項 第三号 

三 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲にお

いて目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。) 及び道路、河川、鉄道等を架空横断

する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄

道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第三項において同じ。）にあつては、

おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 

 

＜考え方＞ 

（１）点検の目的 
水管橋及び橋梁添架管（以下、「水管橋等」という）は、管路の大部分を占める埋設管路と異なり地上に構

築されており、設置環境によっては、日光や風雨等にさらされ、上部工鋼部材の腐食、外面塗装や下部工コ

ンクリートの劣化などが進行しやすい場合がある。また、道路・河川・鉄道などを架空横断する管路として

用いられることから、劣化などによる損傷やその他の異常によって落橋や崩壊した場合は、道路、河川、鉄

道等の架空横断する施設の機能や人命に大きな影響を与える可能性がある。更に、崩壊した場合、一般的な

埋設管路と比較して復旧工事に時間を要することが想定され、給水への支障が長期化する可能性がある。 

一方で、水管橋等は、埋設管路と比較して状態監視保全の適用性が高く、点検及び修繕等の適切な実施は

施設の長寿命化、延命化に繋がるため、施設の更新需要の平準化に有効となる。 

こうしたことから、水管橋等の点検に関して、令和５年３月の省令改正により、点検頻度等に係る規制を

盛り込むこととした。 

水管橋等の点検は、損傷・劣化その他の異状の有無や程度の把握を目的として実施する。 

 

（２）対象施設 
水道法施行規則で規定する「道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他

の異状が生じた場合に水の供給又は架空横断している道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあ

るものに限る。）」（以下「水管橋等［施行規則］」という。）とは、水道事業者等が管理する全ての水道施設の

水管橋等及び水路橋のうち、以下に示すいずれかの条件に該当するものとする。ただし、以下の条件に該当

しない水管橋等であっても、定期的な点検を実施する必要があることは当然である。 

①水の供給に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの 

水道事業者が管理するそれぞれの水管橋等が断水した場合を想定し、水の供給に大きな支障を及ぼすおそ

れがあるものを対象とする。当該水管橋等が断水したとしても、十分なバックアップを有するもの、又は、

小規模な水路等を横断する構造が単純な水管橋等であり、漏水したとしても直ちに復旧し、通水することが

可能であるものは対象外とすることができる。 

②架空横断している道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの 
水道事業者が管理するそれぞれの水管橋等に損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合を想定し、

架空横断している物件への影響に鑑みて、大きな影響を及ぼすおそれがあるものを対象とする。架空横断し

ている直下を人や車両、軽車両、船舶、列車等が通過するものについては原則、対象とする。 

 

（３）水道法施行規則で規定する点検の考え方 
点検は、「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」で詳述するとおり、事前に各施設の基本的な情報（構造や履歴な

ど）を収集・整理し各施設の点検にあたっての基本方針を明確にしたうえで、日常の巡視に加えて、初期点

検・定期点検・臨時点検・緊急点検により実施されるが、水道法施行規則第 17 条の２第 1 項第 3 号において

は、この定期点検において、水管橋等[施行規則]を良好な状態に保つため必要な部材の損傷・劣化その他の

異状の確認について、おおむね５年に 1 回以上の頻度で実施するものとする。 

ただし、水道法施行規則で規定する点検の頻度は、水管橋等[施行規則]を適切に維持するために最低限必

要なものであるため、水道施設の状況を勘案した上で、「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」で詳述する標準事項

や推奨事項を踏まえて設定する必要がある。 

 

（４）点検方法 

 水管橋等[施行規則]の点検方法は、目視を基本とし、必要に応じて触診等も併せて実施する。目視に代わ

り、デジタル技術などにより目視と同等の状態把握ができる方法を用いることができる。点検項目は、主と

して以下の項目とする。 

・鋼材（補剛部材を含む）の腐食、破断の有無 
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改定前 改訂後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート部材の劣化、損傷の有無 

・支承部の機能障害、ボルトの腐食・脱落の有無 

・漏水の有無（管体、伸縮部、空気弁部など） 

・塗装などの防食機能の劣化の有無 

・補修跡の異状の有無 

 

（５）点検頻度 

水管橋等[施行規則]の点検頻度は、おおむね５年に１回以上を必須とする。ただし、水道法施行規則で規

定する点検の頻度は、水管橋等［施行規則］を適切に維持するために最低限必要なものであるため、水管橋

等の地理的状況や点検結果、及び劣化の程度等を勘案した上で、「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」で詳述する

事項を踏まえて設定する。 

 

 

＜必須事項＞ 

水管橋等［施行規則］の点検は、以下に示す要領で実施しなければならない。 

（１）定期点検 

・目 的：損傷・劣化その他の異状の有無や程度の把握 

・方 法：目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法 

・頻 度：おおむね５年に１回以上の頻度 

 
 ＜標準事項＞ 

水管橋等［施行規則］の点検は、以下に示す要領で実施することを基本とする。なお、点検に関する考え

方と詳細は、「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」を参照のこと。 

（１）定期点検 
・目 的：損傷・劣化その他の異状の有無や程度の把握 

・方 法：目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法 

・頻 度：2 年～5 年に 1 回 
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改定前 改訂後 

3.1.3 点検及び修繕の記録 

水道法施行規則第十七条の二 

第２項、第３項 
２ 水道事業者は、前項第二号の点検（コンクリート構造物に係るものに限る。）を行つた場合に、次に掲

げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 

一 点検の年月日 

二 点検を実施した者の氏名 

三 点検の結果 

３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物の損傷、腐食その他の劣化

その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置（修繕に限る。）を講じた場合には、その内容を記

録し、当該コンクリート構造物を利用している期間保存しなければならない。 

 

 

 

＜考え方＞ 

アセットマネジメントにおいて、より効率的かつ合理的な施設管理を行うため、水道施設の点検や修繕の

記録を保存し、分析・活用することが重要である。点検や修繕記録の分析・活用により、施設の劣化や故障・

事故の発生の傾向を把握したり、保全管理計画（頻度や範囲）の見直し、修繕等の必要性の判断、更新計画立

案の基礎データとすることができる。そのため、点検・修繕を実施した場合には、その結果を記録し、併せて

今後の施設管理に活用できる情報を記載して保存することが重要である。なお、点検及び修繕は、経年分析

や原因分析等を行いやすいように、電子化してデータの蓄積を行うことが望ましい。 

コンクリート構造物［施行規則］において、点検を実施した場合は、水道法施行規則第 17 条の２第２ 項

に規定する事項を記録する。「三 点検の結果」には、「3.1.2  水道法施行規則で規定するコンクリート構造

物の点検」に示す損傷・劣化の有無や程度を点検記録表や図面等を用いて記録する。点検記録表の例を表-

3.1.3 に示す。修繕を実施した場合は、水道法施行規則第 17 条の２第３項の規定に基づき、基本事項、担

当者等の氏名、修繕前の状況、修繕方法及び実施状況等、今後の施設管理に活用できる情報を記録する（表-

3.1.4 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 点検及び修繕の記録 

水道法施行規則第十七条の二 

第２項、第３項 
２ 水道事業者は、前項第二号の点検（コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等

に係るものに限る。）を行った場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存

しなければならない。 

一 点検の年月日 

二 点検を実施した者の氏名 

三 点検の結果 

３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を

架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置（修

繕に限る。）を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を

架空横断する管路等を利用している期間保存しなければならない。 

 

＜考え方＞ 

アセットマネジメントにおいて、より効率的かつ合理的な施設管理を行うため、水道施設の点検や修繕の

記録を保存し、分析・活用することが重要である。点検や修繕記録の分析・活用により、施設の劣化や故障・

事故の発生の傾向を把握したり、保全管理計画（頻度や範囲）の見直し、修繕等の必要性の判断、更新計画

立案の基礎データとすることができる。そのため、点検・修繕を実施した場合には、その結果を記録し、併

せて今後の施設管理に活用できる情報を記載して保存することが重要である。なお、点検及び修繕は、経年

分析や原因分析等を行いやすいように、電子化してデータの蓄積を行うことを基本とする。 

コンクリート構造物［施行規則］及び水管橋等［施行規則］において、点検を実施した場合は、水道法施行

規則第 17 条の２第２ 項に規定する事項を記録する。「三 点検の結果」には、「3.1.2  水道法施行規則で規

定するコンクリート構造物の点検」及び「3.1.3  水道法施行規則で規定する水管橋等の点検」に示す損傷・

劣化の有無や程度を点検記録表や図面等を用いて記録する。点検記録表の例を表-3.1.3 、表-3.1.4 に示す。

修繕を実施した場合は、水道法施行規則第 17 条の２第３項の規定に基づき、基本事項、担当者等の氏名、

修繕前の状況、修繕方法及び実施状況等、今後の施設管理に活用できる情報を記録する（表-3.1.5 参照）。 
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改定前 改訂後 

表-3.1.3 コンクリート構造物［施行規則］の点検記録表（例） 

 点検日 2019 年 7 月 2 日 

 所属/受託者 水道課管理係 担当者氏名 水道 太郎 

施設名称 A 配水池 施設台帳番号 123456 

種 別 点検項目 異状の有無 異状の部位・状況 

水
槽
外
部 

 

ジャンカ、コールドジョイント □無 □有  

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

錆汁、エフロレッセンス □無 □有  

鉄筋露出、鉄筋腐食 □無 □有  

漏水 □無 □有  

沈下、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

付
属
設
備 

管・バルブ類の腐食、変形 □無 □有  

タラップの腐食、変形 □無 □有  

手すりの腐食、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

な

 

 

ジャンカ、コールドジョイント □無 □有  

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

錆汁、エフロレッセンス □無 □有  

鉄筋露出、鉄筋腐食 □無 □有  

漏水 □無 □有  

沈下、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

防
水
塗
装 

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

表面劣化 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

付
属
設
備 

管・バルブ類の腐食、変形 □無 □有  

タラップの腐食、変形 □無 □有  

手すりの腐食、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

管
理
用
地 

施錠状態 □無 □有  

門扉・フェンス □無 □有  

樹木・植栽・除草 □無 □有  

舗装・法面・排水設備(側溝等) □無 □有  

清掃・片づけ状況 □無 □有  

不法投棄・不法占用 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

特記事項 

（異状が著しい

場合に記入） 

 

 

 

 

 

 

 

修繕依頼をする場合 

担当部門： 

※コンクリートの変状は、別紙「参考表 コンクリート構造物の主な変

状の種類と構造物への影響」を参照のこと。 

  監督員 

   

 
 
 

表-3.1.3 コンクリート構造物［施行規則］の点検記録表（例） 

 点検日 年 月 日 

 所属/受託者  担当者氏名  

施設名称  施設台帳番号  

種 別 点検項目 異状の有無 異状の部位・状況 

水
槽
外
部 

 

ジャンカ、コールドジョイント □無 □有  

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

錆汁、エフロレッセンス □無 □有  

鉄筋露出、鉄筋腐食 □無 □有  

漏水 □無 □有  

沈下、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

付
属
設
備 

管・バルブ類の腐食、変形 □無 □有  

タラップの腐食、変形 □無 □有  

手すりの腐食、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

な

 

 

ジャンカ、コールドジョイント □無 □有  

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

錆汁、エフロレッセンス □無 □有  

鉄筋露出、鉄筋腐食 □無 □有  

漏水 □無 □有  

沈下、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

防
水
塗
装 

ひび割れ □無 □有  

浮き、剥離 □無 □有  

表面劣化 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

付
属
設
備 

管・バルブ類の腐食、変形 □無 □有  

タラップの腐食、変形 □無 □有  

手すりの腐食、変形 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

管
理
用
地 

施錠状態 □無 □有  

門扉・フェンス □無 □有  

樹木・植栽・除草 □無 □有  

舗装・法面・排水設備(側溝等) □無 □有  

清掃・片づけ状況 □無 □有  

不法投棄・不法占用 □無 □有  

その他（        ） □無 □有  

特記事項 

（異状が著しい

場合に記入） 

 

 

 

 

 

 

 

修繕依頼をする場合 

担当部門： 

※コンクリートの変状は、別紙「参考表 コンクリート構造物の主な変

状の種類と構造物への影響」を参照のこと。 

  監督員 
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改定前 改訂後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-3.1.4 水管橋等［施行規則］の点検記録表（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出典 管路維持管理マニュアル作成の手引き（平成 26 年３月）（水道技術研究センター）) 
 
 

 点検日   年 月 日 
 所属/受託者  担当者  

水管橋等の名称  水管橋等台帳番号  
種 別 点 検 項 目 評  価 

上部工主構部 
漏水の有無 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

上 
部 
工 
付 
属 
設 
備 

空気弁 

漏水の有無 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
空気弁断熱材の損傷 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

伸縮管 

漏水の有無 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
伸縮管の変位状況 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

リング 
サポート 

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

サドル 
サポート 

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

添架 
支持金物 

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

落橋防止 
構造 

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

歩廊 外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

進入防止柵 外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

支承 

支承機能（スライド状況） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
変形の有無及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
アンカーボルトの変形及び腐食 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
調整モルタルの状況（割れ、隙間） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
沓座面のコンクリートの状況 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

下 
部 
工 

橋台 コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
沈下の有無 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

橋脚 
コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
傾きの有無 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

管理用地 フェンス、無断使用、不法投棄等 □Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｎ 

特記事項 
（評価Ａ,Ｂ,Ｎの場合） 

 
 
 
 

 
 
修繕依頼をする場合 
担当部門： 

評価の記入方法 
Ａ：損傷に著しい箇所があり、早急な修繕工事が必要（具体的状況を記入） 
Ｂ：詳細調査を実施し、修繕工事等の必要性の検討が必要（具体的状況を記入） 
Ｃ：今後継続して損傷調査が必要 
Ｄ：現状では大きな問題はない 
Ｎ：未点検又は不明（具体的理由を記入） 

  監督員 
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改定前 改訂後 

 

表-3.1.4 コンクリート構造物［施行規則］の修繕記録の内容（例） 

分 類 内 容 
基本事項 ・修繕年月日 

・対象施設の名称 
・対象部位 

担当者等の氏名 ・維持管理者（管理責任者、責任技術者、点検担当者等） 
・修繕業務委託者（責任技術者、担当技術者等） 
・修繕業務受託者（責任技術者、担当技術者等） 

修繕前の状況 ・構造物の劣化状況 
修繕の方法及び実施状況 ・施工計画（材料の種類、仕様等） 

・実施報告（品質管理結果、検査結果、竣工図面等） 
(出典 2018 年制定 コンクリート標準示方書〔維持管理編〕（土木学会）を改編) 

 

 

参考表 コンクリート構造物［施行規則］の主な変状の種類と構造物への影響 

 

（省略） 

 

 
＜必須事項＞ 

（１）点検の記録 
コンクリート構造物［施行規則］の点検を行った場合は、以下の事項を記録しなければならない。ま

た、点検記録は、当該施設を次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 
① 点検の年月日 
② 点検を実施した者の氏名 
   ・直営で点検した場合：点検を実施した担当職員の氏名 
   ・委託で点検した場合：点検を実施した受託者名及び担当者の氏名 
③ 点検の結果 
   ・項目：損傷・劣化の有無や程度 
   ・方法：点検記録表や図面等により記録 
 
 

（２）修繕の記録 
コンクリート構造物［施行規則］の修繕を行った場合は、今後の施設管理に活用できる情報について

修繕の内容を記録し、当該施設を利用している期間保存しなければならない。 
 

＜標準事項＞ 

コンクリート構造物［施行規則］の点検を行った場合は、今後の施設管理に活用できる情報について

点検内容を記録し、当該施設を次に点検を行うまでの期間保存することを基本とする。 
 
 

＜推奨事項＞ 

点検記録は、長期的な傾向を把握し、当該施設の施設管理や類似施設の維持・修繕にも活用できるよ

う、次回点検以降も保存することが望ましい。また、異状が軽微な場合に経過観察とし、次回以降に修

繕を行う場合は、修繕が実施され異状が解消されるまでの期間保存することが望ましい。 
修繕記録の保存期間は、水道法施行規則に規定するとおりとするが、類似の構造物の施設管理に活用

できることもあることから、供用期間終了後においても、できる限り保存することが望ましい。 
 

 

 
表-3.1.5 コンクリート構造物［施行規則］及び水管橋等[施行規則]の修繕記録の内容（例） 

分 類 内 容 
基本事項 ・修繕年月日 

・対象施設の名称 
・対象部位 

担当者等の氏名 ・維持管理者（管理責任者、責任技術者、点検担当者等） 
・修繕業務委託者（責任技術者、担当技術者等） 
・修繕業務受託者（責任技術者、担当技術者等） 

修繕前の状況 ・構造物等の劣化状況 
修繕の方法及び実施状況 ・施工計画（材料の種類、仕様等） 

・実施報告（品質管理結果、検査結果、竣工図面等） 
(出典 2018 年制定 コンクリート標準示方書〔維持管理編〕（土木学会）を改編) 

 

 

参考表 コンクリート構造物［施行規則］の主な変状の種類と構造物への影響 

 

（省略） 

 

 
＜必須事項＞ 

（１）点検の記録 

コンクリート構造物［施行規則］及び水管橋等[施行規則]の点検を行った場合は、以下の事項を記録

しなければならない。また、点検記録は、当該施設を次に点検を行うまでの期間保存しなければならな

い。 
① 点検の年月日 
② 点検を実施した者の氏名 
   ・直営で点検した場合：点検を実施した担当職員の氏名 
   ・委託で点検した場合：点検を実施した受託者名及び担当者の氏名 
③ 点検の結果 
   ・項目：損傷・劣化の有無や程度 
   ・方法：点検記録表や図面等により記録 
 

（２）修繕の記録 

コンクリート構造物［施行規則］及び水管橋等[施行規則]の修繕を行った場合は、今後の施設管理に

活用できる情報について修繕の内容を記録し、当該施設を利用している期間保存しなければならない。 
 

＜標準事項＞ 

コンクリート構造物［施行規則］及び水管橋等[施行規則]の点検を行った場合は、今後の施設管理に

活用できる情報について点検内容を記録し、当該施設を次に点検を行うまでの期間保存することを基本

とする。 
 

＜推奨事項＞ 

点検記録は、長期的な傾向を把握し、当該施設の施設管理や類似施設の維持・修繕にも活用できるよ

う、次回点検以降も保存することが望ましい。また、異状が軽微な場合に経過観察とし、次回以降に修

繕を行う場合は、修繕が実施され異状が解消されるまでの期間保存することが望ましい。 
修繕記録の保存期間は、水道法施行規則に規定するとおりとするが、類似の構造物の施設管理に活用

できることもあることから、供用期間終了後においても、できる限り保存することが望ましい。 
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改定前 改訂後 

3.5 管路 

＜考え方＞ 

管路には、導水管、送水管、配水管がある。ほとんどの管路は、地中に埋設されて目視ができないため、点

検による状態把握が困難である。したがって、管路の状態や埋設環境等の情報収集に努め、時間計画保全に

より管路を更新する等により、適切に保全管理を行う。その上で、巡視・点検により異状箇所の早期発見と管

路事故の予防に努める必要がある。 

目視が可能な水管橋及び橋梁添架管、バルブ等の付属設備は、定期的な点検を行い、異状が確認されれば

必要に応じて修繕を行う。 

 

 

 

3.5 管路 

＜考え方＞ 

管路には、導水管、送水管、配水管がある。ほとんどの管路は、地中に埋設されて目視ができないため、

点検による状態把握が困難である。したがって、管路の状態や埋設環境等の情報収集に努め、時間計画保全

により管路を更新する等により、適切に保全管理を行う。その上で、巡視・点検により異状箇所の早期発見

と管路事故の予防に努める必要がある。 

目視が可能な水管橋等、バルブ等の付属設備は、定期的な点検を行い、異状が確認されれば必要に応じて

修繕を行う。 
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改定前 改訂後 

3.5.2 水管橋及び橋梁添架管 

＜考え方＞ 

（１）点検 

河川や軌道等を横断する水管橋及び橋梁添架管は、「3.5.1 管路一般」に示した「(1) 巡視・点検」の

ほか、定期点検を行い、異状がある場合は修繕を行う。定期点検では、漏水の有無や塗装の状況、付属設

備の状況、橋台、橋脚の不同沈下・洗掘、コンクリートのひび割れ、橋脚防護工の破損、占用標示板の記

載事項、寒冷地では防凍工の断熱材の損傷、空気弁からの漏水について確認する。点検項目の例を表-

3.5.5に、点検頻度の例を表-3.5.6 に、点検記録表の例を表-3.5.7 に示す。 

この他に、外面塗装の診断に関しては、「露出鋼管（水管橋等）外面塗装劣化診断評価の手引き（平成

25 年３月）」（日本水道協会・日本水道鋼管協会）が参考となる。 

点検を行った場合は、その結果を記録し適切な維持管理を行う。 

 

 

3.5.2 水管橋及び橋梁添架管 

「3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検」では、水管橋及び橋梁添架管（以下、水管橋等という

（再掲）。）のうち、水管橋等[施行規則]（水道法施行規則第 17 条の２第 1 項第３号で規定する道路、河川、鉄

道等を架空横断する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は架空横断してい

る道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。））の点検に関する法令で定める事項を中

心に示したが、本節では、水管橋等全般における点検に関する考え方と標準事項の詳細を示すとともに、診断・

評価と対策を含め、維持・修繕全般に関する基本事項を示す。 

 

＜考え方＞ 

（１）点検 

①点検の基本 
河川や軌道等を横断する水管橋等は、「3.5.1 管路一般」に示した「(1)巡視・点検」のほか、図-3.5.1 に示す

フローにより実施する。（以下考え方においては、図-3.5.1 に示す点検作業について示すものとし、巡視・点検

については、「3.5.1 管路一般（１）巡視・点検」を参照すること。） 

事前に点検の要点を明確にし、具体的な点検作業方針（点検項目、点検頻度、点検方法、点検者など）を定め

る。それに沿って、定期点検など各種点検時には、点検作業として調査（基本調査、詳細調査）と診断を行う。

基本調査では、目視調査や必要に応じて触診・打音調査により損傷・劣化の状況について把握する。基本調査で

診断に必要な情報が得られない場合等には、定量的な評価や精密な評価を行うための詳細調査を実施する。調査

で得られた損傷・劣化の状況等を診断し、修繕の必要性の判断などを行う。そして、点検作業や修繕などの情報

の記録・保管を行い、情報を有効に活用する。また、これらの点検結果や修繕を踏まえて、必要に応じて点検作

業方針の見直しを行う。 
 

  

図-3.5.1 点検に関わる技術的行為のフロー 
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改定前 改訂後 

水管橋等の点検は、施設の特性を踏まえ、科学的根拠（構造、水理）のもと、性能をより具体的に評価するた

めに、以下に示す要求性能等に着目し実施することを基本とする。 
 【水管橋等の要求性能】  
  
 ・使用性：水道水の安定供給（漏水防止）の確保 
・安全性（耐荷性）：水管橋の著しい変形、落橋、及び第三者被害などの防止 
・景観性：周辺環境と調和する美観・景観の保持（汚れや変色等の防止、改善） 

 

②点検方法と実施頻度 

水管橋等の点検の種類は、初期点検、定期点検、臨時点検、緊急点検によることを基本とする。 

各点検の概要と実施時期（頻度）を表-3.5.5 に示す。 

 

表-3.5.5 水管橋等の点検の種類と頻度（例） 

種 別 内  容 実施時期（頻度） 

初期点検 

・構造物の初期状態を把握するために実施する。 

・点検は、目視又はこれと同等以上の方法や必要に応じて触診・打音調

査等により行うことを基本とする。基本調査で必要な情報が得られない

場合は詳細調査（試験や検査、測定等）を行い、できるだけ正確な診断

を行う。 

・施設の初期欠陥や腐食・劣化の傾向を把握する。 

・施設の腐食や損傷が生じている箇所について、それらの要因分析や進

展の予測などを行い、定期点検の要点の絞り込みなどを行う。 

供用後 2 年 

または 

早期実施 

 

新設構造物では、竣工検査の結

果を初期点検の調査結果とし

て利用することができる。 

定期点検 

・現状の状態を調査・診断するために定期的な頻度により実施する。 

・点検は、目視又はこれと同等以上の方法や必要に応じて触診・打音調

査等により行うことを基本とする。基本調査で必要な情報が得られない

場合は詳細調査（試験や検査、測定等）を行い、できるだけ正確な診断

を行う。 

・前回の点検からの劣化の進展や新たに顕在化した劣化の調査と、それ

による性能への影響を診断する。 

・点検結果により、必要に応じて補修工事や劣化予防対策などの修繕を

実施する。 

概ね 5 年に 1 回以上 

（表-3.5.6 参照） 

5 年に 1 度の点検では、点検項

目や範囲を必要な箇所に限定

し、10 年に 1 度（1 回おき）の

点検では、点検項目を多くし、

より広範囲に実施するなど、柔

軟に対応する。 

臨時点検 

・地震や集中豪雨、豪雪、台風等の異常気象等による偶発的な外力が作

用した直後に、構造物の状態を把握するために実施する。点検方法は、

点検作業方針や保全計画等であらかじめ定めておく。 

地震等の偶発的な外力が発生

した直後 

緊急点検 

・構造物で事故や損傷が生じた場合に、同種の構造物や同様な条件下の

構造物で同様な事故や損傷が生じていないかを確認するために実施す

る。 

同種の構造物等や同様の条件

下の構造物で事故や損傷が生

じた場合 

 

表-3.5.6 水管橋等の定期点検の実施頻度（例） 
水管橋等の分類 点検頻度（例） 

基幹管路等の重要管路に設置された水管橋等 

点検頻度を高める 

（2 年に 1 回以上など） 

塩分の飛来する箇所等、劣化しやすい環境にある水管橋等 

鋼材の腐食やコンクリートの劣化、及び塗装の劣化が進行している

水管橋等、又は水管橋等の部位等 

上記以外の水管橋等、又は水管橋等の部位等 5 年に 1 回以上 

 
水管橋等の点検項目は、水管橋の構造形式や特徴を踏まえて施設ごと、部材・部位ごとに設定することを基本

とする。上部工及び下部工の主な点検項目を表-3.5.7及び表-3.5.8 に示す。 
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改定前 改訂後 

 

 

表-3.5.7 水管橋等の形式別・部材別の点検項目（上部工）（例） 

分類 部材等 点検項目 水管橋形式 

   パイプビーム 

形式 
補剛形式 橋梁添架管 

上部工 水道管 漏水 

● ● ● 
  腐食 

  変形・破損 

  防食機能の劣化 

 補剛材（鋼材・ケーブル） 腐食 

― ● ― 

 (トラス弦材、アーチ材、吊材) 亀裂、破断 

  ボルトのゆるみ・脱落 

  部材の変形・破損 

  防食機能の劣化 

  ケーブル張力の異常 

 支承部 支承の機能障害 

● ● ●   アンカーボルトの変形・腐食 

  支承の腐食及び変形・破損 

 支持金物 腐食（アンカー含む） 

― ― ● 

  亀裂、破断 

  ボルトのゆるみ・脱落 

  部材の変形・破損 

  防食機能の劣化 

 伸縮可とう管 漏水 

● ● ● 

  ボルト・部材の腐食 

  ボルトのゆるみ・脱落 

  伸縮代（変位） 

  部材の変形・破損 

  防食機能の劣化 

 落橋防止装置 機能障害 ● ● ● 

  部材の腐食及び変形・破損    

  防食機能の劣化    

 空気弁 漏水 

● ● ● 

  腐食 

  変形・破損 

  ボルトのゆるみ・脱落 

  断熱材の損傷 

  防食機能の劣化 

 点検歩廊 腐食 

● ● ―   部材の変形・破損 

  防食機能の劣化 

 防凍工 外装材の損傷 ● ● ● 

 リングサポート 腐食及び変形・破損 
● ● ● 

 サドルサポート 防食機能の劣化 

管理用地 
管理用地 

進入防止柵 

フェンスの変形・破損・劣化（腐食、防

食機能の劣化等） ● ● ● 

  無断使用、不法投棄等 

【凡例】 ● ： 点検対象       
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改定前 改訂後 

 

 

 

表-3.5.8 水管橋等の形式別・部材別の点検項目（下部工）（例） 

分類 部材等 点検項目 構造形式 

   橋台 橋脚 水道管 
防護工    RC 構造 無筋構造 RC 構造 

下部工 躯 体 躯体（鉄筋） 鉄筋腐食（中性化、塩害等） ● ― ● ― 

  躯体（コンクリート） ひび割れ 

● ● ● ● 

   初期欠陥 

   ASR 

   凍害 

   その他の経年劣化 

  全 体 変位（沈下・傾斜）、変形 
● ● ● ● 

   洗堀 等 

 支承部 沓座面 アンカーボルト周辺のコンクリ

ートの変状（ひび割れ、欠損等） 
● ● ● ― 

  調整モルタル モルタルの変状（ひび割れ、欠

損、隙間等） ● ● ● ― 

【凡例】 ● ： 点検対象 

 

点検作業として、まず、基本調査を行う。基本調査は、損傷・劣化の有無（又はその疑い）、状況などにつ

いて、主に定性的に把握するための調査である。目視又は目視と同等の状態把握ができる方法によるが、

構造的に重要な補剛部材や支持金具については、腐食等により安全性（耐荷性）が損なわれていないか、近

接目視又は近接目視と同等の状態把握ができる方法で調査することを基本とする。また、必要に応じて触

診や打音調査を行う。 

基本調査で必要な情報が得られない場合は、詳細調査を行う。詳細調査は、損傷・劣化の程度、施設の性

能に与える影響、及び原因やメカニズムなどについて、主に定量的な評価や精密な評価を行うための調査

であり、各種計測器具などを用いて調査・分析を行う。詳細データに基づく合理的な維持管理や点検を行

うことを目的として詳細調査を実施する場合もある。 

 

 

③点検範囲及び留意点 

水管橋等の点検の対象（範囲）は、管体のみならず、補剛材や付属設備、下部工なども対象とする。構造

規模が大きく径間が複数ある場合には、各径間ごとに点検作業（調査・診断）を行うものとする。 

水管橋等の点検にあたっては、これまでの事故事例や研究事例、及び劣化のメカニズムなどを踏まえ、各施設

の構造形式に応じた構造的特徴や腐食しやすい弱点部に留意する。 

構造形式に応じた構造的特徴としては、補剛形式の水管橋等において、吊材やトラス材の腐食や破断は、

局部的であっても構造全体のバランスを大きく失い落橋する要因となる場合があることに注目し、これら

の箇所は、特に入念に点検を行う。 

腐食しやすい弱点部としては、塵埃の堆積や水の滞留が生じやすい狭隘部や凸凹部などが挙げられ、腐

食の進展速度も比較的早い場合があることから、これらの箇所は、特に入念に点検を行う。 

上部工水道管に防凍工が設置されている場合、防凍工表面からでも漏水が確認される場合には水道管の

腐食が疑われることから、防凍工を外して管体の点検を行う。 

 

④診断方法 

水管橋等の診断は、基本調査や詳細調査の結果に基づいて、修繕要否の判定等を行うものである。上部

工の主な診断方法の例を表-3.5.9 に示す。診断は、各部材の各点検項目について、使用性、安全性などの

性能を適切に評価できる方法を適用する。 

下部工における診断方法については、「3.2.2 診断・評価」に基づき実施すること。 
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改定前 改訂後 

 

 

 

表-3.5.9 診断方法（上部工） 

区 分 点検項目 診断方法 

上部工 水道管や伸

縮可とう管、

空気弁から

の漏水 

・水道管は、漏水の有無により診断を行う。 

 

補剛材の腐

食、亀裂、破

断 

・補剛材は、主に腐食や亀裂、破断などの損傷に対して安全性の診断を行い、各部材や部位の必要な

強度を確保できているかを確認する。 

支承部の機

能障害 

・支承部は、主に腐食やボルトの状態に対して安全性の診断を行い、各部材・部位の必要な強度を確

保できているかを確認する。このほか、支承部の機能障害についても診断を行うが、この場合は道

路橋などの点検要領 1）などを参考にすると良い。 

・支承部は支持機能（下部工との荷重伝達）も有するため、アンカー材の腐食や下部工との定着（固

定）状態についても下部工の劣化状態も含めて総合的な診断を行う。 

支持金物の

腐食、亀裂、

破断 

・支持金物は、主に腐食やボルトのゆるみ等に対して安全性の診断を行い、各部材や部位の必要な強

度を確保できているかを確認する。 

・支持金物は支持機能（下部工との荷重伝達）も有するため、アンカー材の腐食や下部工との定着（固

定）状態についても下部工の劣化状態も含めて総合的な診断を行う。 

水道管や鋼

部材の防食

機能の劣化 

・塗装の診断については劣化進展を上塗りや中塗りの状態などを診断する方法があるほか、外面塗

装の診断基準 2）などを参考にすると良い。 

吊 ケ ーブ ル

の腐食や張

力 、 定 着 部

の損傷 

・吊ケーブルは、主にケーブルの腐食や張力測定結果等をもとに安全性の診断を行い、必要な強度を

確保できているかを確認するほか、定着部の状態による荷重伝達機能とあわせて診断する。 

・ケーブルの防食機能の劣化については、使用材料に応じた各メーカーの防食システムの点検要領等

を参考にすると良い。 

1） 「橋梁定期点検要領」，平成 31 年 3 月，国土交通省 

2） 「露出鋼管（水管橋等）～外面塗装劣化診断評価の手引き～」，平成 25 年 3 月，（公社）日本水道協会、WSP 日本水道鋼管協会 
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改定前 改訂後 

（２）修繕 

点検の結果、異状を把握した場合には修繕を行う。伸縮継手の修繕、塗替え塗装、橋台・橋脚部の修繕

方法を以下に示す。 

①伸縮継手の修繕 

伸縮継手は、構造物及び機能上から分類すると、摺動形、波形、ゴム形等に分けられる。それぞれの

形式の特徴を十分に踏まえて適切に修繕を行う。 

②塗替え塗装 

水管橋及び橋梁添架管の外面は、結露しやすく、結露と乾燥が繰返されるという過酷な条件下にあ

る。塗装の耐用年数は、設置環境により異なるが、標準的な塗替え期間については、「水管橋外面防食

基準（WSP 009-2010）」(日本水道鋼管協会)が参考となる。 

③橋台・橋脚部の修繕 

橋台・橋脚部の修繕は、「3.2 コンクリート構造物」に基づき実施する。橋台や橋脚のひび割れの発

生、継目部の異常なずれなどが、明らかに不同沈下によるものと判明した場合は、荷重、基礎地盤の状

態等を検討の上、沈下防止策を講じる。橋台・橋脚の基礎が洗掘され危険な場合には、河川管理者と協

議し、護岸、護床、根固め等の補強策を行う。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）修繕 
点検作業による診断の結果、修繕の実施が必要と判断された場合には修繕を行う。水管橋等の修繕では、腐

食箇所の修繕、伸縮継手の修繕、塗替え塗装、橋台・橋脚部の修繕などにおいて、適切な方法を適用するもの

とする。 

①腐食箇所の修繕 

鋼材の板厚減少や孔食などの著しい腐食がみられる箇所は、穴埋めによる補修や板溶接による部材補強を

行う。板溶接による部材表面の段差に塵埃の堆積や水の滞留などが生じるおそれがある場合には、面取りを

行う等、段差を適切に処理する 

②伸縮継手の修繕 

伸縮継手は、構造物及び機能上から分類すると、摺動形、波形、ゴム形等に分けられる。それぞれの形式

の特徴を十分に踏まえて適切に修繕を行う。また伸縮継手のボルトが腐食している場合には、ボルトを取り

替える 

③漏水部の修繕 

漏水箇所の補修については、クランプや板溶接などを用いて対応する。なお漏水に伴う鋼材の腐食影響を

考慮し、修繕範囲を検討する。 

④塗替え塗装 

水管橋及び橋梁添架管の外面は、結露しやすく、結露と乾燥が繰返されるという過酷な条件下にある。塗

装の耐用年数は、設置環境により異なるが、標準的な塗替え期間については、「水管橋外面防食基準（WSP 

009-2010）」(日本水道鋼管協会)が参考となる。 

⑤橋台・橋脚部の修繕 

橋台・橋脚部の修繕は、「3.2 コンクリート構造物」に基づき実施する。橋台や橋脚のひび割れの発生、

継目部の異常なずれなどが、明らかに不同沈下によるものと判明した場合は、荷重、基礎地盤の状態等を検

討の上、沈下防止策を講じる。橋台・橋脚の基礎が洗掘され危険な場合には、河川管理者と協議し、護岸、

護床、根固め等の補強策を行う。 
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改定前 改訂後 

＜必須事項＞ 

水管橋及び橋梁添架管が河川法に基づく許可工作物の場合は、河川法第15 条の２に基づき、施設を

良好な状態に保つように維持・修繕し、公共の安全が保持されるよう努めなければならない。 

＜標準事項＞ 

水管橋等の異状箇所の早期発見と事故の予防を目的として、巡視・点検は、表-3.5.2、定期点検は、

表-3.5.5、表-3.5.6 を一例として内容を規定し、実施することを基本とする。 

点検・修繕を行った場合は、「3.1.3 点検及び修繕の記録」の標準事項の規定に従って記録・保存す

ることを基本とする。 

 

＜必須事項＞ 

 「3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検」に示す事項に加え、河川法に基づく許可工作物の場合

は、河川法第 15 条の２に基づき、施設を良好な状態に保つように維持・修繕し、公共の安全が保持されるよう

努めなければならない。 

＜標準事項＞ 

水管橋等の異状箇所の早期発見と事故の予防を目的として、巡視・点検は、表-3.5.2、初期点検、定期点

検、臨時点検及び緊急点検は、図-3.5.1、表-3.5.5、表3.5.6、表-3.5.7、表-3.5.8を一例として内容を規

定し、実施することを基本とする。 

点検・修繕を行った場合は、「3.1.4 点検及び修繕の記録」の標準事項の規定に従って記録・保存することを

基本とする。 

 また、径間毎、部位・部材毎に記録することを基本とする。 

 

 

  

＜推奨事項＞ 

（１）点検方法 

近年、点検が困難な場所や足場が必要な場所を点検できる橋梁点検車やロボットも開発されており、

これまで困難であった場所も点検が可能な場合もあるため、必要に応じてこうした技術を活用すること

が望ましい。 

橋梁添架管については、経費節減の観点から他占用事業者や橋梁管理者と同時作業となるよう時期の

調整を行うことが望ましい。 

 

（２）点検項目 

常時引張り力を受ける取付方法となっている支持金具は、アンカーボルト等について近接点検（近接

目視、打音及び触診）を行うとともに、必要に応じていくつかのサンプルで適切な荷重レベルでの引張

載荷試験を行うことが望ましい。 

 

（３）塗替え塗装 

塗替え塗装を実施した際は、見えやすいところに、塗装年月、塗装材質、施工会社等を記入した塗装

記録を表示しておくことが望ましい。 

橋梁添架管については、経費節減の観点から、他占用事業者や橋梁管理者と同時作業となるよう時期

の調整を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜推奨事項＞ 

（１）点検方法 

近年、点検が困難な場所や足場が必要な場所を点検できる橋梁点検車やロボット、及びドローンなども開発

されており、これまで困難であった場所も点検が可能な場合もあるため、必要に応じてこうした技術を活用す

ることが望ましい。 

橋梁添架管については、経費節減の観点から他占用事業者や橋梁管理者と同時作業となるよう時期の調整を

行うことが望ましい。 

 

（２）診断 

診断においては、修繕の必要性の有無のみを判断するのではなく、劣化の進展状況を管理し、腐食などのメ

カニズムやその進展速度などに着目した合理的な点検を行う観点から、劣化グレード判定表を用いた診断を行

うことを推奨する。この方法では、各劣化グレードに応じて、最適な点検頻度や調査方法、診断方法を合理的

に設定することが望ましい。また、施設の重要度や維持管理に要するトータルコストなどを踏まえて修繕など

を実施する維持管理限界の劣化グレードを事前に設定することが望ましい。劣化グレード判定表の基本的な考

え方を表-3.5.10 に示し、劣化グレード判定表（防食機能の劣化（塗装））の例を表-3.5.11 に示す。なお、そ

の他の損傷の劣化グレード判定表の例については、「水管橋等の維持・修繕に関する検討報告書」を参照され

たい。 

 

 

表-3.5.10 劣化グレード判定表の基本的な考え方 

グレード 劣化過程 段階区分 性能評価 維持管理限界 

Ⅰ 

潜伏期 

健 全 性能に支障が生じていない状態 

  

Ⅱ 
予防保全 

措置段階 

性能に支障は生じていないが、予防保全の観点

から措置を講じることが望ましい状態 
 

▽ 

劣化を許容しない 

場合の維持管理限界 

Ⅲ 
進展期 

加速期 

早期措置 

段階 

性能に支障が生じる可能性がある、または、生じ

ていても軽度な状態であり、早期に措置を講ずべ

き状態。部分的な補修等で対応できる。 

 

▽ 

劣化リスクを管理する

場合の維持管理限界 

Ⅳ 劣化期 
緊急措置 

段階 

性能に支障が生じている、または生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

維持管理限界を超過 

※ 劣化グレードに判定は径間毎、部位・部材毎に評価する。 
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改定前 改訂後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3.5.11 劣化グレード判定表（例）【防食機能の劣化】 

グレード 一般性状 調査方法 診断方法 対応・措置 
点検頻度 
（目安） 

Ⅰ ・塗装劣化はみられない（健全） 基本調査 定性的評価 
 
※ 塗 装劣 化
状 況（ 有 無
や 特 徴 な
ど）の評価 

・経過観察（次回点検） 5 年 

Ⅱ 

・最外縁の塗装（上塗り）に変色や
局部的な浮きが生じている 

・部分的に上塗り塗膜が剥離し、下
塗りが露出している 

・発錆はみられない 

・予防保全措置（部分補修、塗
装更新等） 

5 年 

Ⅲ 

・部分的に塗膜が剥離し、下塗りが
露出している 

・発錆はみられない  

詳細調査 定量的評価 
 
※ 塗 膜厚 測
定等による
防食機能の
評価 

・詳細調査実施 
・早期措置（塗装更新等） 
・必要に応じて詳細調査結果に
より構造計算等による評価実
施 

（※） 

Ⅳ 
・塗装の劣化範囲が広く、評価単位
の大半を占める 

・点錆が発生している 

※対応・修繕検討 ・監視強化 
・塗装更新工事の実施 ― 

【詳細調査の方法例】 
・損傷原因調査（塗装仕様、下地処理方法、履歴、環境条件、耐用年数等） ・塗膜厚測定等 

※ 点検頻度は、劣化グレード、点検条件、防食対策の有無等により適宜設定 

 

〔注意〕 ・塗装の防食機能の劣化において、板厚減少を伴う錆の発生を「腐食」として扱い、板厚減少を伴わないとみなせる程度

の錆の発生は「防食機能の劣化」として扱う。 

       ・防食塗装は鋼部材に錆を発生させないものであるため、他の損傷とは異なり、錆が発生した段階を性能限界とする。 
 

（３）塗替え塗装 

塗替え塗装を実施した際は、見えやすいところに、塗装年月、塗装材質、施工会社等を記入した塗装記

録を表示しておくことが望ましい。 

橋梁添架管については、経費節減の観点から、他占用事業者や橋梁管理者と同時作業となるよう時期

の調整を行うことが望ましい。 

塗装更新の際には、素地である鋼材の腐食有無を確認する。腐食環境を確認した上で、素地塗装の更

新を含めて決定する。 

 

（４）点検及び修繕の記録 

点検・修繕を行った場合は、「3.1.4 点検及び修繕の記録」の標準事項の規定に従って記録・保存する

ことを基本とするが、より詳細な記録が可能となることから、径間毎、部位・部材毎に劣化グレードや写

真が記録できる様式を採用することが望ましい。その場合の点検記録表の例を表-3.5.12に示す。 
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改定前 改訂後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3.5.12 水管橋の点検記録様式（例） 

 
 

 
 

年 年 ● 月 年 年 ● 月 年

－ 年 ● 月 ● 日

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

（様式－１）

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

診
断
結
果

有 ・ 無

見直しの有無

点検作業方針の見直し

20●●年●月　初期点検

20●●年●月　定期点検

20●●年●月　定期点検

点検間隔

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

各部材の劣化グレード

（総合評価）

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

（※）下部工（コンクリート構造物）の劣化グレードは、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」に則り、「コンクリート標準示方書 維持管理編 2018年制定」（土木学会）を参照して判定する。

施設名称 所在地 竣工年月 経過年数

残存年数施工年月

●
ｍ年 ランガー補剛形式

19●●
1 径間

●
●●水管橋 19●● 年 ● 月 ●

目標耐用年数

水道管

Ａ1 Ａ2 点検者 点検日 20●●

点検作業方針

方針策定年月

20●●

点検者 点検間隔

委託 2

構造形式 橋　長

30

径間数

塗装の種類

●●系塗装

塗装仕様（現在）

（自）●●市●●町●●

（至）●●市●●町●●

管理番号

1

グレード●

外装材の損傷

グレード●

ボルトのゆるみ･
脱落

破断漏水 腐食 亀裂 防食機能の劣化 伸縮代（変位） 機能障害

グレード●

グレード●

グレード● グレード● グレード● グレード● グレード●

氏名 ●●●

グレード● グレード● グレード●

防凍工

支持金物

補剛材

支承部

伸縮可とう管

落橋防止装置

空気弁

点検歩廊 グレード● グレード●

グレード●

区間 (株)●●●

グレード●

グレード●

グレード● グレード● グレード● グレード● グレード● グレード●

ひび割れ 初期欠陥
調整モルタルの

変状
洗堀変位・変形

経年劣化
(中性化･塩害･ASR･凍害等)

グレード● グレード●

グレード● グレード● グレード● グレード●

グレード●

下
部
工
（

※
）

水道管

補剛材

支承部

支持金物

グレード● グレード●

グレード●

グレード● グレード● グレード● グレード●

グレード● グレード●

A1橋台

A2橋台

躯体

支承部

全体

躯体

支承部

全体

上
部
工

下
部
工

部材

支承部

全体

躯体

支承部

全体

Ａ１
橋台

Ａ2
橋脚

伸縮可とう管

落橋防止装置

空気弁

点検歩廊

防凍工

躯体

点検記録（グレード判定）

主に漏水の有無を確認し、漏水がある場合には
腐食が生じているおそれがある。

変状がある場合には急激に性能が低下するおそ
れがある。特に吊材などの引張材や腐食が生じ
やす箇所を中心に入念な点検が必要。
腐食や変状が生じやすく、支承機能の異常があ
る場合には安全性が低下した状態と考えられる
ため、入念な点検が必要。
変状がある場合には急激に性能が低下するおそ
れがある。特に固定ボルトや受桁等の腐食や変
状を中心に入念な点検が必要。

上
部
工

漏水等により腐食がや変状が生じやすいため入
念に点検する。

落橋防止構造にあわせてそれぞれの構成部材を
点検し、地震時の安全性を評価する。

漏水等により腐食や変状が生じやすいため入念
に点検する。

腐食を中心に点検を行う。特に支持金物や固定
ボルトの破損等により今後の点検に支障するお
それがあるため注意が必要。
主に外装材の点検を行う。防凍工表面からでも
漏水が確認される場合には水道管の腐食を疑う
必要がある。

グレード● グレード● グレード● グレード● グレード● グレード● グレード● グレード●

グレード●

グレード●

所見

支承アンカーボルトの定着部や台座付近のコン
クリートの変状を中心に点検を行う。上部工と
あわせて支承機能の低下に着目する。
基本調査で判別できる全体の変位や変形がある
場合には特に注意する。変状により周辺地盤に
も変状があることが多い。

所見

（コメント）

留意点

留意点

構造物の経年劣化の程度や鉄筋腐食よる外観変
状を中心に点検を行う。鉄筋腐食が開始される
と性能が低下していくことに注意する。

構造物の経年劣化の程度や鉄筋腐食よる外観変
状を中心に点検を行う。鉄筋腐食が開始される
と性能が低下していくことに注意する。
支承アンカーボルトの定着部や台座付近のコン
クリートの変状を中心に点検を行う。上部工と
あわせて支承機能の低下に着目する。
基本調査で判別できる全体の変位や変形がある
場合には特に注意する。変状により周辺地盤に
も変状があることが多い。

（コメント）

点検項目

維持管理限界

点検項目

維持管理限界

アンカーボルト周辺の
変状

鉄筋腐食

グレード● グレード● グレード● グレード● グレード●グレード●グレード●グレード●

前回の
劣化グレード

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

グレード●

漏水

腐食，防食機能の劣化

腐食，防食機能の劣化

漏水

腐食，防食機能の劣化，ボルトのゆるみ・脱落

ひび割れ，経年劣化

アンカーボルト周辺の変状

鉄筋腐食，ひび割れ，経年劣化

アンカーボルト周辺の変状

劣化進展が予想される点検項目 維持管理履歴

修繕履歴

19●●年●月　塗装更新工事（全面）

20●●年●月　耐震補強工事（落橋防止装置設置）

20●●年●月　塗装更新工事（全面）

20●●年●月　コンクリート補修工事（A1，P1，A2）

点検方法 点検履歴

有 ・ 無

対策の
必要性

詳細調査
の必要性

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

記載例 
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3.5.3 付属設備 

＜考え方＞ 

埋設管路や水管橋等の付属設備には、バルブ、空気弁、消火栓、減圧弁、排水設備、人孔等がある。これ

らの付属設備は、管路と一体となって適切な水量・水圧・水質が確保できるよう機能させる必要がある。付

属設備の点検の留意点及び点検方法を表-3.5.8 に示す。 

 
表-3.5.8 付属設備の点検の留意点及び点検方法 

付属設備の種類 点検の留意点及び点検方法 

バルブ ・バルブは、水量・水圧の調整や断水、配水区域の設定等のために設ける重要な付属

設備である。 

・基幹管路等のバルブは、定期的に清掃、注油を行い、減速歯車部分やグランド漏水

等の点検・整備及び作動確認を行う。 

空気弁 ・空気弁は、管路中に混入した空気や水中から分離した空気の排除機能と管内水排

水時の吸気機能を併せ持つ付属設備であり、常に正常に吸・排気するよう点検・整

備する。 

・空気弁の主体であるフロート弁が上部弁座のゴムパッキンに密着して、吸・排気が

必要なときに落下せず機能しない場合があるので、点検・整備を十分に行う。特

に、断水時に弁室内の汚水、土砂等を吸引することがあるため、弁室内は常に清掃

しておく。 

消火栓 ・消火栓は、消防水利に加え、水圧・水質等の測定、配水管の洗浄・排水等多様な役

割を担う重要な設備である。 

・消火栓が故障した場合は、速やかに消防署に連絡するとともに、即時修繕を実施す

る。消火栓の修繕の際には、フランジボルトの取り替えや補修弁等の整備も合わ

せて行う。 

減圧弁 ・減圧弁は、作動が敏感であり、砂や鉄錆等により機能が低下することから、自記録

水圧計による二次側圧力の監視及び定期的な点検・整備が必要である。 

排水設備 ・排水設備は、管内の夾雑物の排除や断水時、事故時の排水のため、管の底部に設け

る設備であり、保守点検・修繕を適切に行う。 

人孔 ・人孔は、口径 800mm 以上の管路布設時の作業用出入り口及び布設後の内部点検、

修繕等の維持管理に活用する。 

・通常の維持管理は、空気弁等の点検・整備の際にあわせて行い、人孔室、人孔部の

漏水・腐食等に注意する。 

伸縮可とう管 ・伸縮可とう管は、軟弱地盤や構造物（水管橋、伏越し部等）との取り合い部等、地

盤沈下や地震による不同沈下のおそれのある箇所や、水管橋等の露出部の温度変

化による伸縮が大きな箇所に設置される。 

・露出部の伸縮可とう管は、定期的に漏水の有無、外面塗装の状況、変形の有無及び

腐食、変位状況等の点検を行う。 

・伸縮可とう管は、経年劣化や想定を超える不同沈下による漏水が発生することが

あるため注意する。 

 
付属設備の点検は、日常点検、定期点検、精密点検を行う。また、管路の重要度、事故時の影響度を考慮

して基幹管路等を優先的に実施する。基幹管路等の付属設備の点検頻度の例を表-3.5.9 に、点検記録表の

例を表-3.5.10 に示す。 

各点検での標準的な実施方法は、「3.6.3 バルブ類」を参照するほか、「水道用バルブ類維持管理マニュア

ル」（日本水道協会 2004 年）、「水道用鉄蓋類維持管理マニュアル」（日本水道協会 2004 年）を参照する。 

寒冷地においては、以下に留意する 

 
・積雪時には、バルブ、消火栓、空気弁、排水弁等の点検が困難なため、降雪前に巡視点検を行い、障害・

故障に対して修繕または改良を行う。 

・管内の水が停滞して凍結し、管や付属設備が破損することがあるため、水管橋、橋梁添架

管、消火栓及び空気弁等は、適切な防寒対策を施す。 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 付属設備 

＜考え方＞ 

埋設管路や水管橋等の付属設備には、バルブ、空気弁、消火栓、減圧弁、排水設備、人孔等がある。これらの

付属設備は、管路と一体となって適切な水量・水圧・水質が確保できるよう機能させる必要がある。付属設備の

点検の留意点及び点検方法を表-3.5.13 に示す。 

 

表-3.5.13 附属設備の点検の留意点及び点検方法 

付属設備の種類 点検の留意点及び点検方法 

バルブ ・バルブは、水量・水圧の調整や断水、配水区域の設定等のために設ける重要な付属

設備である。 

・基幹管路等のバルブは、定期的に清掃、注油を行い、減速歯車部分やグランド漏水

等の点検・整備及び作動確認を行う。 

空気弁 ・空気弁は、管路中に混入した空気や水中から分離した空気の排除機能と管内水排水

時の吸気機能を併せ持つ付属設備であり、常に正常に吸・排気するよう点検・整備

する。 

・空気弁の主体であるフロート弁が上部弁座のゴムパッキンに密着して、吸・排気が

必要なときに落下せず機能しない場合があるので、点検・整備を十分に行う。特に、

断水時に弁室内の汚水、土砂等を吸引することがあるため、弁室内は常に清掃して

おく。 

消火栓 ・消火栓は、消防水利に加え、水圧・水質等の測定、配水管の洗浄・排水等多様な役

割を担う重要な設備である。 

・消火栓が故障した場合は、速やかに消防署に連絡するとともに、即時修繕を実施す

る。消火栓の修繕の際には、フランジボルトの取り替えや補修弁等の整備も合わせ

て行う。 

減圧弁 ・減圧弁は、作動が敏感であり、砂や鉄錆等により機能が低下することから、自記録

水圧計による二次側圧力の監視及び定期的な点検・整備が必要である。 

排水設備 ・排水設備は、管内の夾雑物の排除や断水時、事故時の排水のため、管の底部に設け

る設備であり、保守点検・修繕を適切に行う。 

人孔 ・人孔は、口径 800mm 以上の管路布設時の作業用出入り口及び布設後の内部点検、

修繕等の維持管理に活用する。 

・通常の維持管理は、空気弁等の点検・整備の際にあわせて行い、人孔室、人孔部の

漏水・腐食等に注意する。 

伸縮可とう管 ・伸縮可とう管は、軟弱地盤や構造物（水管橋、伏越し部等）との取り合い部等、地

盤沈下や地震による不同沈下のおそれのある箇所や、水管橋等の露出部の温度変化

による伸縮が大きな箇所に設置される。 

・露出部の伸縮可とう管は、定期的に漏水の有無、外面塗装の状況、変形の有無及び

腐食、変位状況等の点検を行う。 

・伸縮可とう管は、経年劣化や想定を超える不同沈下による漏水が発生することがあ

るため注意する。 

 

付属設備の点検は、日常点検、定期点検、精密点検を行う。また、管路の重要度、事故時の影響度を考慮して

基幹管路等を優先的に実施する。基幹管路等の付属設備の点検頻度の例を表-3.5.14 に、点検記録表の例を表-

3.5.15 に示す。 

各点検での標準的な実施方法は、「3.6.3 バルブ類」を参照するほか、「水道用バルブ類維持管理マニュアル」

（日本水道協会 2004 年）、「水道用鉄蓋類維持管理マニュアル」（日本水道協会 2004 年）を参照する。 

寒冷地においては、以下に留意する 

 

・積雪時には、バルブ、消火栓、空気弁、排水弁等の点検が困難なため、降雪前に巡視点検を行い、障害・故

障に対して修繕または改良を行う。 

・管内の水が停滞して凍結し、管や付属設備が破損することがあるため、水管橋、橋梁添架管、消火

栓及び空気弁等は、適切な防寒対策を施す。 
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改定前 改訂後 

 

表-3.5.9 基幹管路等の付属設備の点検の実施頻度（例） 

設置場所 機種 点検内容と頻 

道路下埋設 

仕切弁 

日常点検（目視） 年 1 回 

定期点検（目視と作動） ５年に１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

空気弁 

日常点検（目視） 年１回 

精密点検（分解） 10 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

消火栓 

日常点検（目視と作動） 年１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

補修弁 

日常点検（目視と作動） 年１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

道路下弁室内 

仕切弁 

日常点検（目視） 年１回 

定期点検（目視と作動） ５年に１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

減圧弁 

日常点検（目視） 年２回 

定期点検（目視） 年１回 

精密点検（分解） 10 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

水管橋 

空気弁 

表-3.5.5、表-3.5.6 を参照 補修弁 

伸縮可とう管 

(出典 管路維持管理マニュアル作成の手引き（平成 26 年３月）（水道技術研究センター）を改編) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3.5.14 基幹管路等の付属設備の点検の実施頻度（例） 

設置場所 機種 点検内容と頻 

道路下埋設 

仕切弁 

日常点検（目視） 年 1 回 

定期点検（目視と作動） ５年に１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

空気弁 

日常点検（目視） 年１回 

精密点検（分解） 10 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

消火栓 

日常点検（目視と作動） 年１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

補修弁 

日常点検（目視と作動） 年１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

道路下弁室内 

仕切弁 

日常点検（目視） 年１回 

定期点検（目視と作動） ５年に１回 

精密点検（分解） 20 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

減圧弁 

日常点検（目視） 年２回 

定期点検（目視） 年１回 

精密点検（分解） 10 年に１回 

臨時点検（事象に応じて） 不定期 

水管橋 

空気弁 

表-3.5.5～表-3.5.7 を参照 補修弁 

伸縮可とう管 

(出典 管路維持管理マニュアル作成の手引き（平成26 年３月）（水道技術研究センター）を改編) 
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改定前 改訂後 

 

表-3.5.10 管路付属設備（バルブ類）の点検記録表（例） 

 
(出典 管路維持管理マニュアル作成の手引き（平成 26 年３月）（水道技術研究センター）) 

 

＜必須事項＞ 

消防水利に用いる消火栓は、消防法第 20 条第 2 項に基づき、消防に必要な水利施設は、当該市町村がこ

れを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置

し、維持し及び管理するものとする。消防法第 20 条第 2 項に基づき定められた消防水利の基準（平成 26

年 10 月 31 日消防庁告示第 29 号）第７条に基づき、消火栓は、常時使用しうるように管理されていなけれ

ばならない。 

 
＜標準事項＞ 

基幹管路等の付属設備の点検は、表-3.5.9 を一例として内容を規定し、実施することを基本とする。対

象とする付属設備は、当該管路の重要度や老朽度、バルブ操作による濁水発生リスク等を考慮して定める。 

また、本項のほか下記の章の規定事項に基づくこと。 

バルブ類 ：「3.6.3 バルブ類」 

点検・修繕を行った場合は、「3.1.3 点検及び修繕の記録」の標準事項の規定に従って記録・保存するこ

とを基本とする。 

 

＜推奨事項＞ 

（１）電気防食設備の点検 

電気防食設備は、金属管の腐食劣化を防止するもので、管路の長寿命化及び漏水事故の発生等

を抑制する設備である。点検にあたっては、周辺からの迷走電流の変化等もあることから、流電

陽極発生電流の計測や管対地電位の計測等の詳細点検を定期的に行うことが望ましい。 

 

表-3.5.15 管路付属設備（バルブ類）の点検記録表（例） 

 
(出典 管路維持管理マニュアル作成の手引き（平成26 年３月）（水道技術研究センター）) 

 

＜必須事項＞ 

消防水利に用いる消火栓は、消防法第 20 条第 2 項に基づき、消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを

設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し

及び管理するものとする。消防法第 20 条第 2 項に基づき定められた消防水利の基準（平成 26 年 10 月 31 日消

防庁告示第 29 号）第７条に基づき、消火栓は、常時使用しうるように管理されていなければならない。 

 

＜標準事項＞ 

基幹管路等の付属設備の点検は、表-3.5.13 を一例として内容を規定し、実施することを基本とする。対象と

する付属設備は、当該管路の重要度や老朽度、バルブ操作による濁水発生リスク等を考慮して定める。 

また、本項のほか下記の章の規定事項に基づくこと。 

バルブ類 ：「3.6.3 バルブ類」 

点検・修繕を行った場合は、「3.1.3 点検及び修繕の記録」の標準事項の規定に従って記録・保存することを

基本とする。 

 

＜推奨事項＞ 

（１）電気防食設備の点検 

電気防食設備は、金属管の腐食劣化を防止するもので、管路の長寿命化及び漏水事故の発生等を抑制す

る設備である。点検にあたっては、周辺からの迷走電流の変化等もあることから、流電陽極発生電流の

計測や管対地電位の計測等の詳細点検を定期的に行うことが望ましい。 
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改定前 改訂後 

6.2 導水渠 

＜考え方＞ 

導水渠は、自由水面を有する水面勾配によって導水する施設である。導水渠の構造には、開渠、暗渠及び

トンネル等がある。導水渠の点検内容を下記に示す。 

導水渠の流速が速い場合には、水路を流れる原水中の砂粒により水路内面が摩耗し、遅い場合には、砂等

が水路内に堆積する原因となるため、流下状況を常に確認する必要がある。 

 

 

 

 

（１）開渠 

①事故や水質汚染の予防対策上、定期的に巡視し水の流下状況を点検する。 

②内面の洗掘・土砂の流入による埋没、漏水、外部からの水質汚染、蒸発による水損失及び用地の不法使用の

有無を確認する。 

③地震等の災害及び豪雨等の異常気象後には、水路の伸縮目地、法面等を入念に点検し、異状を発見した場

合は、速やかに修繕・補強の対策を講じる。 

④開渠は、管路等と比べ、目視しやすい施設である反面、外部等からの異状を生じやすいため、流水を停止し

て点検することも必要である。 

 

（２）暗渠及びトンネル 
①暗渠及びトンネルを休止できる場合は、内面の清掃とともに、内部を点検し、通水断面の確保等機能維持

を図る。内部点検の際には、ファン等の換気設備及び関連する電気設備等の点検も実施する。 

点検によって、異状を発見した場合は、速やかに対策を講じる。 

②暗渠及びトンネルの外部で、地面の陥没、ひび割れその他異状を発見したときは、内部を点検し、異状があ

る場合には修繕を行う。 

③トンネルの位置が、地上で判別できるように標識を設置し、定期的に巡視する。 

④導水施設の漏水の有無は、始点及び終点に設置した流量計によって把握することが基本である。 

 
（３）水路橋 

①定期的に次の項目について点検する。 

・水路のき裂、伸縮継目等からの漏水の有無 

・橋台・橋脚の沈下、傾き及び基礎の状態 

・地山及び法面状態 

・鋼製部の錆の発生状況、特に水面下にある鋼杭や橋脚の腐食状況 

・巡視通路の立入禁止柵及び標示板の状態 

②橋台、橋脚及び取付部の地盤に対する水準測量を行い、変状が確認された場合は、伸縮継目等の詳細な点

検を行う。 

 

＜標準事項＞ 

導水渠の巡視・点検は、構造や重要度、老朽度を考慮して頻度を定め、実施することを基本とする。 

 

6.2 導水渠 

＜考え方＞ 

導水渠は、自由水面を有する水面勾配によって導水する施設である。導水渠の構造には、開渠、暗渠及び

トンネル等がある。導水渠の点検内容を下記に示す。 

導水渠の流速が速い場合には、水路を流れる原水中の砂粒により水路内面が摩耗し、遅い場合には、砂等

が水路内に堆積する原因となるため、流下状況を常に確認する必要がある。 

なお、水路橋については、以下（３）に示す内容に加えて「3.5.2 水管橋及び橋梁添架管」に準ずるとと

もに、「3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検」に示す水管橋等[施行規則]に該当するものは、

3.1.3 を参照すること。 

 

（１）開渠 
①事故や水質汚染の予防対策上、定期的に巡視し水の流下状況を点検する。 

②内面の洗掘・土砂の流入による埋没、漏水、外部からの水質汚染、蒸発による水損失及び用地の不法使用

の有無を確認する。 

③地震等の災害及び豪雨等の異常気象後には、水路の伸縮目地、法面等を入念に点検し、異状を発見した場

合は、速やかに修繕・補強の対策を講じる。 

④開渠は、管路等と比べ、目視しやすい施設である反面、外部等からの異状を生じやすいため、流水を停止

して点検することも必要である。 

 

（２）暗渠及びトンネル 

①暗渠及びトンネルを休止できる場合は、内面の清掃とともに、内部を点検し、通水断面の確保等機能維持

を図る。内部点検の際には、ファン等の換気設備及び関連する電気設備等の点検も実施する。 

点検によって、異状を発見した場合は、速やかに対策を講じる。 

②暗渠及びトンネルの外部で、地面の陥没、ひび割れその他異状を発見したときは、内部を点検し、異状が

ある場合には修繕を行う。 

③トンネルの位置が、地上で判別できるように標識を設置し、定期的に巡視する。 

④導水施設の漏水の有無は、始点及び終点に設置した流量計によって把握することが基本である。 

 
（３）水路橋 

①定期的に次の項目について点検する。 

・水路のき裂、伸縮継目等からの漏水の有無 

・橋台・橋脚の沈下、傾き及び基礎の状態 

・地山及び法面状態 

・鋼製部の錆の発生状況、特に水面下にある鋼杭や橋脚の腐食状況 

・巡視通路の立入禁止柵及び標示板の状態 

②橋台、橋脚及び取付部の地盤に対する水準測量を行い、変状が確認された場合は、伸縮継目等の詳細な点

検を行う。 

 

＜標準事項＞ 

導水渠の巡視・点検は、構造や重要度、老朽度を考慮して頻度を定め、実施することを基本とする。 

 

※その他、記載追加による表番号のズレについても修正 


